
3．源泉徴収について（③）
役員に対して退職慰労金を支払うときには、所得税及

び復興特別所得税を源泉徴収して、原則として、翌月の
10日までに納めなければなりません。
このとき、受給者となる役員は、退職慰労金の支給時

までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなけ
ればなりません。
この申告書の提出があれば、退職所得控除等を行い、

源泉徴収額を計算することができます。この提出がなけ
れば、退職手当等の支給額に20.42%の税率を乗じて
計算した金額となり、多額の源泉徴収金額となってしま
います。
また、住民税についても特別徴収税額を徴収し、翌月

の10日までに納入する必要があります。

4．役員の分掌変更に伴う退職金支給について（④）
法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際し

その役員に対し支給した退職慰労金については、「その分
掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が
激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認めら
れることによるものである場合」には、これを退職給与と
して取り扱うことができます。
具体的には、常勤役員が非常勤役員になった、取締

役が監査役になった、分掌変更等の後におけるその役員
の給与が激減したなど、役員の地位、職務の内容、労働
条件等の変更について検討し、上記実質的に退職したと
同様の事情にあるか否かの判断がなされます。

　退職慰労金は、上記のように個別の判断を要する部
分があり、よく問題になる分野であるといえます。この
ため、一度税理士へ相談の上、対応することをお勧めし
ます。

　経営者である父が経営から退くため、会
社から父に退職慰労金等を支給する予定
です。支給に際して税務上留意すべき点を

教えてください。

　判断が微妙であり、よく問題になる分野
ですので、一度税理士へ相談されることを
お勧めします。あくまで、参考としてお伝

えしておくと、①役員退職給与のうち、不相当に高額な
部分は損金算入が認められません。②法人の損金算入時
期は、具体的支給額の確定日か実際の支給日となりま
す。③また、退職金を支給した場合、源泉徴収を行う必
要があります。④なお、分掌変更により役員退職慰労金
を支給しても損金算入が認められないことがあります。

1．損金算入額について（①）
法人が役員に対し支給する退職慰労金は、法人におい

て損金算入が認められます。ただし、「不相当に高額な
部分」については、損金の額に算入されません。
このため、一般論としては、在職期間、退職事情、同

種同業者の支給状況等と比較して相当であると認められ
る金額を越えないように注意する必要があります。この
算定にあたっては、その役員の最終月額給与×在職年
数×功績倍率で求める計算式が参考にされることがあり
ます。この功績倍率は代表者では3倍、専務取締役で
2.5倍が目安となっています。

2．損金の算入時期について（②）
退職慰労金の損金算入時期は、原則として、株主総

会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の
属する事業年度となります。
ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度にお

いて、損金経理をした場合は、その支払った事業年度に
おいて損金の額に算入することも認められます。
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Q

役員退職慰労金について

A

　担当の警察官が次のことを質問しますので、落ち着い

てはっきりと答えてください。

　110番は、緊急の事件・事故のための『緊急通報専用電話』です。

　110番通報の際は、通信指令室の警察官が事件現場等について質問しますので、あわてず、あせらず、落ち着いて答え

てください。

緊急時 あわてず あせらず 110番
～ 110番は緊急電話 相談ごとは#9110  ～

お問い合わせ先
福岡県警察 通信指令課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/
tiiki/tushin/001.html

危機管理
情報室

110番通報の仕組み

❶110番は警察本部通信指令室につながります
　通報を受理する警察官が必要なことをお尋ねします。

落ち着いて、はっきり答えてください。

❷携帯電話の場合、場所をきちんと伝えましょう
　事件事故の発生場所、通報時の現在地をお尋ねしま

す。地番を確認して教えてください。

　地番が分からないときは、交差点名・バス停名・近
くの店舗など目標になるもの、目標物がない場合は、
電柱番号や信号機番号をお伝えください。

❸受理と並行して指令します
　通報を受理しながら、別の警察官が警察署、パト

カー、白バイなどに無線で指令を行います。

　焦らずに警察官の質問に答えてください。

　交番・駐在所は、事件・事故やパトロールなどで不在

の場合があります。緊急の事件・事故で困った際は、迷

わず110番通報をしてください。

❶事件ですか、事故ですか?
ひったくり、けんか、交通事故など

❷犯人は?
犯人の人数、服装、車のナンバーなど

❸いつ起きましたか?
たった今、5分前など

❹どこで起きましたか?
住所地番、交差点名、目標となる建物など

❺今どんな状況ですか?
けが人の有無、被害者の状況など

❻あなたは誰ですか?
住所、氏名、電話番号など

110番通報時のポイント

　緊急の対応を要さない相談・要望などは、警察相談専

用電話「#9110」にご連絡ください。

ダイヤル回線　092－641－9110

メールフォーム
https://www.police.pref.fukuoka.jp/mailform/
soudan.html

　その他、暴力団に関する情報や相談、薬物に関する

相談、犯罪被害者の心のケア等、様々な相談窓口があ

ります。

　詳細は、福岡県警察ホームページをご覧ください。

警察相談専用電話「#9110」
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